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●第2章　環境の現状と対策
　長期的な目標Ⅰ　環境負荷の少ない安心・安全な循環型社会づくり

大気環境の保全 第1節 

現況と課題

講じた施策

2 自動車からの排出削減対策の推進

　自動車の排出ガスによる大気汚染の改善を図るため、

埼玉県生活環境保全条例に基づくディーゼル車の運行

規制、次世代自動車導入補助による普及促進をはじめ、

自動車交通対策などを実施しました。

（１）ディーゼル車の運行規制

　埼玉県生活環境保全条例により、粒子状物質（PM）

の排出基準を満たさないディーゼル車の運行を県内全

域で禁止しています。この遵守徹底を図るため路上検

査等を実施し、基準に適合していない自動車の使用者

に対して警告書等を交付し、改善指導を行いました。

　首都圏に位置する本県では、東京から放射状に伸び

る主要幹線道路やこれらを結ぶ環状道路の整備が進め

られています。特に、圏央道周辺は物流拠点として注

目され、今後自動車交通の増加が見込まれています。

　こうした状況の中、自動車や工場等の規制により、

近年の大気環境は大きく改善し、二酸化窒素や浮遊粒

子状物質などについては環境基準を概ね達成するよう

になりました。

　一方、光化学オキシダントについては県内全域で環

境基準を達成しておらず、光化学スモッグ注意報の発

令日数は毎年全国で上位となっています。

　また、平成２１年９月に新たに環境基準が設けられた

微小粒子状物質（PM２.５）については、常時監視体制

をさらに充実させ、汚染状況を的確に把握するととも

に、多岐にわたる発生源を究明し、効果的な発生抑制

対策を講じていくことが必要です。また、健康被害の

発生を未然に防止するため、PM２.５の大気中濃度が高

くなると予測された場合に県民等への注意喚起を確実

に行っていく必要があります。

　大気汚染は、工場や事業場などから排出されるばい

煙や粉じんのほか、自動車の排出ガスに含まれる物質

などが原因となり生じます。このため、工場・事業場

に対する規制や自動車対策の推進、さらに光化学オキ

シダントやPM２.５対策などの施策を実施しました。

1 工場・事業場に対する規制、指導の実施

（１）工場・事業場に対する規制、指導

　焼却炉やボイラー、ベルトコンベアなどの施設を設

置する工場や事業場は、大気汚染防止法、埼玉県生活

環境保全条例に基づく規制基準を遵守する必要があり

ます。

　大気汚染による人への健康被害を未然に防止するた

め、これらの工場や事業場に立入検査を実施し、法令

の遵守状況を確認するとともに指導を行いました。

（２）改善命令等の行政措置

　立入検査の結果、塩化水素等の排出基準に違反した

施設の設置者に対して改善勧告などの行政指導を行い、

基準の遵守徹底を図りました。

※　上記以外にビデオカメラで走行車両を撮影して行う調査も実施しています。

適合率（％）適合車検査台数検査の種類

９５４６０４８６走行車両を止めて行う検査路上検査

９６４９７５１８建設現場など車が集まる場所で行う検査拠点検査

９９３,００４３,０４６車の使用者の事業場に対して行う検査事業場検査

９８３,９６１４,０５０合　　　　　　　　　計

表１－１－３　車両検査実績

※　さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、上尾市、

草加市、越谷市が所管する施設数。なお、さいたま市は市条例での届出

分を含む。また、所沢市は市条例で届出している焼却炉を含む。

表１－１－１　大気汚染防止法及び埼玉県生活環境保全
条例に基づく届出施設数

埼玉県生活環境保全条例大気汚染防止法ばい煙
発生施設 うち焼却炉うち焼却炉

９７４１,０５１１７８４,６３３県

４３３４４４７８２,５６４市※

１,４０７１,４９５２５６７,１９７合計

（平成２５年度）

※１　さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、上尾市、
草加市、越谷市が実施した立入検査数。なお、さいたま市は市条例で
の実施分を含む。また、所沢市は市条例で実施しているばい煙発生施
設の焼却炉を含む。

※２　粉じん発生施設の立入検査数は、特定粉じん（石綿）排出等作業に
係るものは含まない。

表１－１－２　大気汚染防止法及び埼玉県生活環境保全
条例に基づく立入検査及び行政措置数

合計
有害

大気汚染物質
規制事業所

指定
炭化水素類
発生施設

揮発性
有機化合物
排出施設

粉じん
発生
施設

ばい煙
発生施設

立
入
検
査
数
等

立
入
検
査
数

立
入
検
査
数

立
入
検
査
数

立
入
検
査
数

立
入
検
査
数

立
入
検
査
数

行
政
措
置﹇
注
意
・
勧
告
﹈

行
政
措
置﹇
注
意
・
勧
告
﹈

有
害
物
質
等
の
検
査
数

行
政
措
置﹇
注
意
・
勧
告
﹈

行
政
措
置﹇
注
意
・
勧
告
﹈

揮
発
性
有
機
化
合
物
の
検
査
数

行
政
措
置﹇
注
意
・
勧
告
﹈

行
政
措
置﹇
注
意
・
勧
告
﹈

排
出
ガ
ス
等
の
検
査
数

３３,８９９０４２９２０６９００２７１７８０７５６３１９７２,１８３県

２８２,１９０１２９３８０６３５０２２３０３５１２７１３７１,１４３市※１

３１６,０８９１７１１３００１,３２５０２９２０１０１,１０７３０３３４３,３２６合計

（平成２５年度）

（平成２５年度）
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やすく大気中で気体となる有機化合物の総称で、塗料、

印刷インキ、接着剤、金属洗浄、クリーニングなどの溶

剤として様々な分野で使用されています。このVOC

の排出抑制を目的として規制対象事業者に対し、大気

汚染防止法及び埼玉県生活環境保全条例に基づく立入

検査を行いました。

　また、事業者の自主的取組を促進するため、VOCを

排出する規制対象外の事業者を訪問し、自主的な削減

の取組状況を把握するとともに、排出抑制に関する具

体的な助言や指導を行いました。併せて、セミナーを

開催するなどVOCの排出を抑制する取組の普及促進

を図りました。さらに、近隣都県市との連携により、

リーフレットを作成し、光化学スモッグ注意報の発令

が多い夏季にVOCの排出を削減するよう事業者に呼

びかけました。

（２）微小粒子状物質（PM２.５）の実態把握

　微小粒子状物質（PM２.５）の汚染実態を把握するため、

県及び市※が設置した測定局（一般環境大気測定局１６

局、自動車排出ガス測定局９局）で常時監視を行うと

ともに、平成２５年度に、県、さいたま市、川越市、川

口市及び所沢市で新たに１０局の測定局を整備しました。

　また、微小粒子状物質（PM２.５）の発生源を把握す

るため、３箇所（鴻巣局、八潮局、本庄局）で成分分

析を実施しました。

※さいたま市、川越市、川口市、所沢市、草加市、越
谷市

（３）広域的な調査及び対策の推進

　光化学オキシダントや微小粒子状物質（PM２.５）に

よる汚染は広域にわたり、県域を越えた対策が必要な

ことから、東京都、千葉県、神奈川県との間で測定デ

ータを相互に交換し、さらにさいたま市、千葉市、横

浜市、川崎市、相模原市を含めた連絡会において情報

交換等を行いました。

　さらに、環境省の大気汚染物質広域監視システム

（愛称：そらまめ君）にデータの提供を行い、広域的

な調査研究及び対策の推進に努めました。

（４）健康被害の未然防止

　光化学スモッグによって、目やのどの痛みなどの健

康被害が発生することがあります。健康被害を防止す

るため、緊急時の対策として、光化学スモッグ注意報

の発令等により大気汚染の状況を広く県民に周知しま

した。あわせて、事業者に対し、ばい煙や揮発性有機

化合物（VOC）の排出削減の協力を求めました。

　なお、平成２５年の光化学スモッグ注意報の発令日数

は１３日でした。注意報の初回発令日は７月９日で、こ

れまでで最も遅い発令となりました。なお、光化学ス

モッグが原因と思われる健康被害の届出はありません

でした。

（２）次世代自動車の普及促進

　電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド自動車

（PHV）などの次世代自動車のさらなる普及を促進す

るため、埼玉県次世代自動車充電インフラ整備ビジョ

ンを策定しました。また、地域と協働して、レールア

ンドライドによる観光利用や太陽光発電と蓄電池を組

み合わせたパークアンドライドの実証実験を実施しま

した。さらに、ハイブリッド自動車、天然ガス自動車

のトラック・バスを導入する事業者に対し、補助等の

支援を行いました。

（３）アイドリング・ストップの指導

　埼玉県生活環境保全条例に基づくアイドリング・ス

トップの遵守徹底を図るため、駐車場管理者への看板

等の設置指導や自動車の運転者に対する指導及び巡回

監視を行いました。また、環境に関するイベントや事

業場検査などの機会を利用し、リーフレットを配布・

説明するなどアイドリング・ストップの実施を県民に

対し呼び掛けました。また、県民からの苦情・通報に

は適切に対応しました。

（４）バイパス整備、交差点改良などによる交通渋滞

の緩和

　バイパス整備や交差点・踏切の改良、立体化などを

進め、交通渋滞の解消を図ることで、自動車交通によ

る環境負荷を軽減しています。　

（１）原因物質の排出抑制

　光化学オキシダントや微小粒子状物質（PM２.５）の

原因物質である揮発性有機化合物（VOC）は、揮発し

3 光化学オキシダントや微小粒子状物質
（PM２.５）対策の推進

　光化学スモッグの原因となる光化学オキシダントの

発生を抑制するとともに、新たな大気汚染物質として、

その実態把握などが急務となっている微小粒子状物質

（PM２.５）対策などの施策を展開しています。

図１－１－１　光化学スモッグ発生のしくみ

窒素酸化物（NOx） 

揮発性有機化合物（VOC） 

紫外線 

光化学オキシダント 

目が痛い。 

喉が痛い。 

コバトン 
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質（PM２.５）のほか、大気汚染に深く関わりのある風

向風速などについて自動測定をしています。

　二酸化硫黄、二酸化窒素及び一酸化炭素については、

全ての測定局で環境基準を達成しました。一方、浮遊

粒子状物質については８２局中１局で、微小粒子状物質

（PM２.５）については、約９割の測定局（２５局中２２局）

で、光化学オキシダントについては、５７局中全てで環

境基準を達成することができませんでした。

　なお、測定データはリアルタイムでホームページに

公開し、広く県民の利用に供しています。

※さいたま市、川越市、川口市、所沢市、越谷市、草
加市、戸田市

（２）有害大気汚染物質調査

　県及び市※が大気汚染防止法に基づき、人が長時間

摂取した場合に健康を損なうおそれがある有害大気汚

染物質の大気中の濃度を測定しました。その結果、環

境基準が定められているベンゼン、トリクロロエチレ

ン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについ

て、全ての測定地点で環境基準を達成しました。

※さいたま市、川越市、川口市、所沢市、越谷市

　また、微小粒子状物質（PM２.５）については、国の

暫定指針値（日平均値７０μg／弱）を超えるおそれの

有無の判定を、毎朝８時に加え、正午と夕方５時にも

行うこととし、超過のおそれがある場合は外出をなる

べく控えるなどの注意喚起を行っています。

4 監視測定の実施

（１）大気汚染物質の監視測定の実施

　県及び市※が設置する一般環境大気測定局５７局と自

動車排出ガス測定局２７局の合計８４局で大気汚染状況を

常時監視しました。これらの測定局では、環境基準が

定められている二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、

浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、微小粒子状物

図１－１－２　光化学スモッグ注意報等発令日数と
　　　　　　　健康被害届出人数　　　　　　　　

２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７ 平成１６ 
０ 

５ 

１０ 

１５ 

２０ 

２５ 

３０ 

３５ 

４０ 

４５ 

５０ 

０ 

１００ 

２００ 

３００ 

４００ 

５００ 

６００ 

７００ 

８００ 

９００ 

１,０００ 

２３ 

３ ４ ３ ０ ０ ０ ９ ７ 

８８３ 

３６ １ 

２６ 

１６ 

３２ 

１８ 

１４ 

２５ 

１７ 

１３ 

７ 

注意報発令日数 

警報発令日数 

健康被害届出人数 

人数（人） 発令日数（日） 

（年） 
※　届出人数は、自覚症状による自主的な届出によるもの。 

図１－１－３　PM２.５の常時監視測定局配置図

図１－１－４　二酸化硫黄の濃度の推移

０ 

０.００１ 

０.００２ 

０.００３ 

０.００４ 

０.００５ 

２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７ 平成１６ 

年平均値 (ppm)

（年度） 

０.００３ ０.００３ 

０.００２ ０.００２ ０.００２ ０.００２ 

０.００１ ０.００１ ０.００１ ０.００１ 

０.００１ ０.００１ ０.００１ ０.００１ 
０.００２ ０.００２ 

０.００１ ０.００１ ０.００１ ０.００１ 

一般環境大気測定局　（３０有効測定局） 
自動車排出ガス測定局（５有効測定局） 
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目標と進捗状況

指標の定義・選定理由
目標値

（Ｈ２８年度末）
現状値

（Ｈ２５年度末）
目標設定時

（Ｈ２２年度末）
施策指標

（定義）県内の乗用車保有台数に占める次世代自動車
（電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、ハイブ
リッド自動車、プラグインハイブリッド自動車）の割合。
（選定理由）次世代自動車の増加は環境負荷の低い低
炭素な暮らしとまちづくりに寄与できることから、こ
の指標を選定。

１３.０％６.７％
（Ｈ２４年度末）

３.２％
次世代自動車の普
及割合

（定義）大気中に排出される揮発性有機化合物の年間
排出量。
（選定理由）大気、水、土壌、騒音などの公害のうち、
光化学スモッグは本県を含め全国的に改善が進んでい
ないことから、この指標を選定。　

３３,０００
t／年

３５,６９４
t／年

（Ｈ２４年度末）

４１,６１８
t／年

（Ｈ２１年度）

光化学スモッグな
どの原因となる揮
発性有機化合物
（VOC）の排出量

図１－１－５　二酸化窒素の濃度の推移

０ 

０.０１ 

０.０２ 

０.０３ 

０.０４ 
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（年度） 

０.０３０ ０.０３０ ０.０２９ ０.０２８ 
０.０２６ ０.０２６ ０.０２５ ０.０２４ ０.０２３ ０.０２２ 
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一般環境大気測定局　（５２有効測定局） 
自動車排出ガス測定局（２４有効測定局） 

図１－１－６　一酸化炭素の濃度の推移
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一般環境大気測定局　（６有効測定局） 
自動車排出ガス測定局（９有効測定局） 

図１－１－７　浮遊粒子状物質の濃度の推移
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一般環境大気測定局　（５３有効測定局） 
自動車排出ガス測定局（２０有効測定局） 

図１－１－８　光化学オキシダントの濃度の推移
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一般環境大気測定局　（５３有効測定局） 

図１－１－９　有害大気汚染物質の濃度の推移
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ジクロロメタン 
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ベンゼン 
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表１－１－４　PM２.５の環境基準達成状況
（平成２５年度）

環境基準達成率
（達成局数／　
有効測定局数）

日平均値の
年間９８％値
（μg／弱）

年平均値

（μg／弱）

１８.８％（３局／１６局）３９.８１５.０一般環境大気測定局

０.０％（０局／９局）４１.９１６.６自動車排出ガス測定局

１２.０％（３局／２５局）４０.６１５.６県全体
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1 工場・事業場に対する排水規制、指導の実施

（１）工場・事業場に対する排水規制、指導

　工場・事業場の排水規制は、水質汚濁防止法、水質

汚濁防止法第３条第３項の規定に基づき排水基準を定

める条例及び埼玉県生活環境保全条例に基づいて行わ

れています。

①濃度規制

　排出水の汚染状態を排水基準以下にするため、水質

汚濁防止法の特定施設を設置している工場・事業場（特

公共用水域・地下水及び土壌の汚染防止 第2節 

現況と課題

講じた施策

※　政令市等を含む。

排水基準
超過数

排水
検査数

立入
検査数

規制
対象数

届出数

２２４２,１１８２,７７８３,２８１９,５９１
特定事業
場数等

表１－２－１　特定事業場数等及び立入検査状況※
（平成２５年度）

　本県には、荒川・利根川の二大河川を始め、数多く

の河川が流れています。県の面積に占める河川の面積

は３.９％で全国第１位、まさに本県は「川の国」です。　

　これらの河川の水質は、急速な都市化に伴い著しく

汚濁が進みました。その後、下水道を整備したり合併

処理浄化槽の普及を図ることにより河川の汚濁原因の

約７割を占めるといわれている生活排水による負荷を

低減してきました。併せて、工場・事業場への立入検査

を行うことにより排水基準の徹底を図り、産業系排水

の負荷も低減し、更なる水質の向上を図りました。

　その結果、平成２５年度の県内公共用水域（４４河川９４

地点、２湖沼２地点で水質測定を実施）の水質は、ア

ユが 棲 める水質（BOD「生物化学的酸素要求量」３mg
す

／L以下）の河川の割合でみると、年度による上下はあ

りますが、平成１２年度の４４％から７２％と改善されてい

ます。環境基準類型が当てはめられた河川も約８割で

環境基準を達成しています。

　しかし、国土交通省による全国一級河川の水質調査

において、中川と綾瀬川がワースト５に入っているこ

とから、ワースト５脱却を目指して、より一層の水質

の向上を図る必要があります。ワースト５から脱却を

図るため、公共下水道への接続促進や単独処理浄化槽

の合併処理浄化槽への転換促進などの生活排水対策の

徹底を流域関連市町と連携して進めていきます。

　地下水の水質は、調査した地点（井戸）の内、全て

の項目が環境基準に適合している割合は、この数年約

９割で推移しています。基準超過した項目がある地点

は、健康被害防止のための措置をとるとともに汚染原

因を特定する必要があります。なお、基準超過項目の

約８割は農地における施肥又は家畜排せつ物に由来す

ると思われる硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素です。

４０ 

５０ 

６０ 

７０ 

８０ 

２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７ 平成１６ （年度） 

５２ 

６１ 

６６ 

５９ 

７２ 
６８ 

７７ 

６３ 
６６ 

７２ 
ア
ユ
の
棲
め
る
河
川
の
割
合(

％)

す 

図１－２－１　アユの 棲 める河川の割合の推移
す

　土壌汚染については、有害物質使用特定施設の廃止

時や土地の改変時など、一定の要件を満たした場合に、

土壌汚染対策法や埼玉県生活環境保全条例に基づき土

壌汚染状況を調査し結果を知事に報告することとして

います。汚染が判明した事案については、汚染拡大を

防止するための原因調査や適正な措置を図るよう指導

しています。

図１－２－３　発生源別BOD負荷割合（平成２４年度）

生活系　７４.９％

生活雑排水 
４６.９%

し尿等 
２８.０%

産業系 
１３.４％ 

畜産系 
５.７％ 

その他系 
６.０％ 

０ 

２０ 

４０ 

６０ 

８０ 

１００ 

１２０ 

１４０ 

１６０ 

２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７ １６ １５ 平成１４ 

Ｂ
Ｏ
Ｄ
汚
濁
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荷
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ト
ン
／
日
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９２.１ 

２３.１ ２１.２ ２０.２ ２０.０ １９.１ 
１８.１ 
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１６.２ 

１５.４ 

６.１ ５.８ 
５.８ ５.８ 

５.１ 
５.３ 

５.１ 
４.８ 

４.７ 

５.１ 
４.９ 

５.０ ５.２ 
５.１ 

４.９ 
５.０ 

４.７ 
５.０ 

８６.３ ８３.４ ７８.９ ７５.３ ６９.４ ６５.２ ５９.７ 

９０.２ 

１４.４ 
４.６ 

４.９ 

５９.３ 

１０.４ 
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４.７ 

５８.３ 

生活系 
産業系 
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その他系 

図１－２－２　発生源別BOD負荷量の推移
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準等を遵守するよう指導しました。

　農用地については、土壌汚染の実態と経年変化を把

握するため、農林総合研究センターで分析測定を実施

しています。

定事業場）と、埼玉県生活環境保全条例の指定排水施

設を設置している工場等（指定排水工場等）を対象に

排出水に含まれる汚濁物質について濃度規制を行って

います。

②総量規制

　東京湾への流入汚濁負荷量を削減するため、総量規

制を行っています。規制の対象となる特定事業場数は、

平成２５年度末で８１８件です。これらの特定事業場に対

しては、汚濁負荷量の自主測定結果の報告を求めるな

どして、総量規制基準を守るよう指導しています。

③立入検査と指導

　県と水質汚濁防止法政令市等では、特定事業場等に

立入検査を実施し、排水基準を超えた場合は改善命令

等の行政措置を行い、排水基準の遵守徹底を図りまし

た。

（２）異常水質事故対策

　有害物質等の公共用水域への流出事故による人の健

康及び生活環境に係る被害の発生を防止するため、チ

ラシを作成するなどして事業者による未然防止対策を

促しました。併せて、万が一異常水質事故が発生した

場合は関係機関との連携による事故状況の把握や原因

調査、現場対応などを迅速かつ適切に行い、新たな汚

染や被害の拡大を防止しました。

2 土壌・地下水汚染対策の推進

　土壌調査により汚染が判明した場合は、土壌汚染対

策法に基づき土地の改変に制限を設ける措置を行い汚

染拡大の防止を指導しました。平成２５年度は、要措置

区域１０箇所、形質変更時要届出区域２３箇所（いずれも

政令市等を含む）の指定を行いました。　

　また、地下水汚染を未然に防止するため、水質汚濁

防止法の有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定

施設を設置している工場等に対し、施設に係る構造基

3 監視測定の実施

　公共用水域や地下水の汚濁を防止することにより人

の健康を保護し、生活環境の保全を図っていくために

は、環境基準の達成状況などを常に把握することが重

要となります。このため、毎年、水質測定計画に基づ

き平成２５年度は４４河川９４地点、２湖沼２地点及び地下

水１３９地点で常時監視を行いました。

目標と進捗状況

指標の定義・選定理由
目標値

（Ｈ２８年度末）
現状値

（Ｈ２５年度末）
目標設定時

（Ｈ２２年度末）
施策指標

（定義）河川の水質測定地点のうちBODの年度平均値
が３㎎／L以下の測定地点の割合。
（選定理由）日本で代表的な川の釣り魚で、清流に 棲 

す

む印象が強い魚（アユ）を指標にすることで、県内の
水質改善の状況を県民がイメージしやすくなることか
ら、この指標を選定。

９０％７２％７７％
アユが 棲 める水質

す

の河川の割合

（県議会による追加指標）
該当河川
なし

綾瀬川
・中川

綾瀬川
・中川

全国水質ワースト
５河川（国土交通
省直轄管理区間）

図１－２－４　土壌汚染の状況
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図１－２－５　BOD環境基準達成率の推移
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化学物質対策の推進 第3節 

図１－３－２　リスクコミュニケーションの効果

現況と課題

講じた施策

（２）リスクコミュニケーションの推進

　県では、化学物質に対する県民の不安を解消し、化

学物質による環境リスクの低減を目指すリスクコミュ

ニケーションを推進しています。平成２５年度は県内で

新たに１１事業所がリスクコミュニケーションを実施し、

地域の住民や近隣の企業、県や地元の市町村などが参

加し、事業所からの環境に対する取組状況の説明や、

工場見学、意見交換などを行いました。実施事業所に

は継続的なリスクコミュニケーションの実施を働きか

け（平成２５年度継続実施：１１事業所）、平成１４年度以降、

継続実施を含めた県内事業所数は延べ１３８事業所にの

ぼります。（平成２５年度末）

　県ではリスクコミュニケーションを企画・運営でき

る人材を育成するため、体験型の演習を取り入れた

「リスクコミュニケーション研修会」を開催しました。

また、リスクコミュニケーションを開催する際の参考

となる事例集やガイドブックを作成・配布する等、リ

スクコミュニケーションの普及に向けた取り組みを進

めています。

　本県は製造業を営む事業所数が多く、また化学物質

を多く排出する業種の事業所があるため、化学物質管

理促進法※に基づき事業者が把握・届出する排出量（届

出排出量）は全国第４位となっています（平成２４年度）。

　化学物質は身の回りにある製品の原材料等として使

用され、私たちの便利で豊かな生活を支えています。

しかし、化学物質の中には環境中に排出された場合、

人の健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれ（環境リス

ク）があるものも数多く存在します。

　化学物質の排出を抑制し環境リスクを低減させるた

めには、法令による排出基準の遵守はもとより、事業

者自らが自主的に管理の徹底を図り、排出削減対策に

取り組むことが重要です。また、化学物質に対する県

民の不安を解消していくためには、県民・事業者・行

政が化学物質に関する正しい情報を共有し、相互理解

を深め、信頼関係を構築するリスクコミュニケーショ

ン（環境コミュニケーション）を推進していく必要が

あります。

　肺がん等の原因となる石綿は、過去に建材として多

く使用され、石綿を使用した建築物の解体・改造、補

修工事が平成４０年頃をピークに増加することが予想さ

れています。このため、これらの建築物の解体作業時

などに石綿の飛散防止対策が適切に行われることが大

切です。

　一方、ダイオキシン類は規制強化により県内の総排

出量は平成９年当時に比べ大幅に減少しています。今

後も引き続き工場・事業場に対する規制指導の徹底に

より環境中への排出を抑制し、環境への影響を的確に

把握するための環境調査を継続的に実施していく必要

があります。

※特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の
改善の促進に関する法律

1 環境リスクの低減

（１）化学物質の排出量等の把握と公表

　本県における化学物質の届出排出量（平成２４年度）

は、集計が開始された平成１３年度と比較して約６０％減

少しており、化学物質の排出削減は着実に進んでいる

様子がうかがえます。平成２４年度の届出排出量は

７,７０２t／年であり、前年度より約９％減少しました。

　平成２４年度は、化学物質管理促進法に基づく届け出

が１,５８５事業所から、埼玉県生活環境保全条例（さいた

ま市生活環境の保全に関する条例を含む）に基づく報

告が１,６０５事業所からあり、排出量などを集計した結

果をホームページやパンフレットで公表しました。

０ 

５,０００ 

１０,０００ 

１５,０００ 

２０,０００ 

２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７ １６ １５ １４ 平成１３ 

１９,４３８ 
１８,１３６ 

１６,６５６ 
１４,９０７ 

１４,６１６ 

１３,１４６ 
１２,３０３ 

９,４９２ ９,０８０ 
※ 

８,５０９ 
７,７０２ 

８,３１９ 

排出量（トン） 

（年度） 

※平成２２年度に 
　対象物質を見直し 

図１－３－１　埼玉県における化学物質届出排出量の推移
（経済産業省・環境省　平成２６年３月公表値）
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（３）事業者指導と環境濃度の把握

　事業者に対して化学物質の適正管理を指導するため、

県及び市（さいたま市、川越市、川口市、所沢市、越

谷市）が１９７事業所に立入検査を実施しました。また、

県は事業者による化学物質の適正管理を促進するため

の説明会を開催しました。

　さらに、工業団地周辺の状況を把握するために化学

物質環境モニタリング調査を実施し、その結果をホー

ムページで公表するとともに、平成２４年度に調査を行

った地域の事業所を対象に、調査結果をもとに化学物

質の適正管理について研修を行いました。

2 石綿対策の推進

　石綿は繊維状の鉱物で吸引により肺がんや中皮腫な

どの病気を引き起こすおそれがあることが知られてい

ます。石綿の飛散による健康被害を防止するため、大

気汚染防止法等により、石綿製品の使用禁止から建物

解体時における除去処分まで体系的に対策が取られて

います。

（１）石綿の大気中への飛散防止

　石綿繊維が飛散しやすい吹付け石綿等の除去作業に

ついては、大気汚染防止法に基づく届出があった解体

等の全工事について、立入検査を実施し、飛散防止を

指導しました。このうち２５か所では、除去作業周辺の

石綿濃度を測定し、石綿の飛散が生じていないことを

確認しました。また、不完全な除去作業による石綿の

飛散を防止するため、作業終了後に取り残しの有無を

確認する完了検査を行い、確実な除去作業の実施を指

導しました。

（２）石綿廃棄物の適正処理

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建

設リサイクル法）に基づく届出があった家屋解体現場

への立入指導等を９３６件実施して石綿廃棄物の適正処

理指導を行いました。

　また、解体工事業者、建設業者に対して講習会を実

施し、関係法令等の周知を図りました。

（３）大気中の石綿濃度の把握

　住宅地域など県内の２０地点でモニタリング調査を実

施し、県内の石綿濃度を把握しました。また、その結

果や石綿に関する情報を、ホームページにより県民や

事業者に提供しました。

２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７ １６ １５ 平成１４ 

実施事業所数（継続実施含む。） 

０ 

５ 

１０ 

１５ 

２０ 

２５ 

１８ 

２２ 

１３ 

１８ 
１６ １６ 

１１ １０ 

６ 
４ 

２ ２ 

実
施
事
業
所
数 

（年度） 

図１－３－３　リスクコミュニケーションの実績

※　市は、さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・所沢市・春日部市・上

尾市・草加市・越谷市の９市

行政
措置数

立入
検査数

石綿除去作業の届出数
（大気汚染防止法）

０１６４９７県

１１０９９２市※

１２７３１８９合計

表１－３－１　吹付け石綿等除去作業の届出数及び
立入検査数の状況

（平成２５年度）

写真１－３－１　ダイキン工業株式会社草加事業所の
環境コミュニケーション風景

表１－３－２　環境大気中の石綿濃度調査結果

※１　濃度は、大気１リットル当たりの総繊維の平均本数

※２　参考基準値は、大気汚染防止法で定める石綿製品製造事業所の敷地

境界基準（大気１リットル当たりの石綿繊維の本数）

（平成２５年度）

参考
基準値※２

全体
その他の
地　　域

道路沿線
地　　域

住宅地域

１０
２０地点７地点３地点１０地点地点数

０.１３０.１５０.２６０.０８２濃度※１

写真１－３－２　工業団地周辺の化学物質環境モニタリング調査
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3 ダイオキシン類対策の推進

（１）ダイオキシン類による汚染状況の常時監視

　県及び市※がダイオキシン類対策特別措置法に基づ

き大気中のダイオキシン類濃度を２３地点で測定しまし

た。その結果は、０.０１８～０.０９０pg－TEQ／弱の範囲内

であり、全ての測定地点で環境基準（年間平均値：

０.６pg－TEQ／弱以下）を達成しました。

　また、河川、地下水及び土壌については、１１２地点で

実施しました。その結果、河川水質の調査では、７地

点（４河川）で環境基準を超過しましたが、河川底質

及び地下水の調査では、全ての地点で環境基準を達成

しました。土壌に関しても、一般環境把握調査及び発

生源周辺状況調査の結果、環境基準を達成しました。

※さいたま市、川越市、川口市、所沢市、越谷市

（２）工場・事業場に対する規制、指導

　ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、焼却炉な

どを設置している工場・事業場に対し立入検査を実施

し、４５施設について排出ガス中のダイオキシン類濃度

を測定しました。排出基準を継続して超過するおそれ

のある施設の設置者に対しては、改善命令などの行政

措置を行い、排出基準の遵守徹底を図りました。

目標と進捗状況

指標の定義・選定理由
目標値

（Ｈ２８年度末）
現状値

（Ｈ２５年度末）
目標設定時

（Ｈ２２年度末）
施策指標

（定義）リスクコミュニケーションを実施した事業所
数。
（選定理由）リスクコミュニケーションの実施は、化
学物質による環境リスクの低減と化学物質に対する不
安の解消につながることから、この指標を選定。

２００事業所１３８事業所８２事業所
リスクコミュニケ
ーション実施数

（定義）大気汚染防止法に基づき、届出が必要な石綿
使用建築物の解体工事等に課される作業基準の違反件
数。
（選定理由）石綿使用建築物の届出解体工事における
作業基準違反を無くすことにより、石綿飛散防止を図
ることができることから、この指標を選定。

０件０件１件
石綿使用建築物の
届出解体工事にお
ける作業基準違反
件数

０.０ 

０.１ 

０.２ 

０.３ 

０.４ 

２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７ １６ １５ １４ 平成１３ 

ダイオキシン類濃度  
（ｐｇ－ＴＥＱ／ｍ３） 

（年度） 

ダイオキシン類 

（全調査地点の平均値） 

０.３６ 

０.１７ 

０.０９７ 

０.０６９ ０.０６８ ０.０５８ ０.０５８ ０.０５３ ０.０４８ ０.０４４ ０.０４２ ０.０４０ 
０.０５９ 

図１－３－４　大気中ダイオキシン類濃度の推移

写真１－３－３　環境大気中の石綿濃度の測定

写真１ー３ー４　排出ガス中のダイオキシン類濃度の測定



Ⅰ　環境負荷の少ない安心・安全な循環型社会づくり

21

身
近
な
生
活
環
境
の
保
全

4

ゲームセンターの店内 

ファミリーレストランの店内 

コーヒーショップの店内 バスの車内 

地下鉄の車内 
在来鉄道の車内 主要幹線道路周辺（昼間） 

高層住宅地域（夜間） 

高層住宅地域（昼間） 

役所の窓口周辺 
銀行の窓口周辺 

霊園（昼間） 

戸建住宅地域（夜間） 

戸建住宅地域（昼間） 図書館の館内 

博物館の館内 

美術館の館内 

書店の店内 

ホテルの室内 

航空機の機内 

蝉の声 

新幹線の車内 

パチンコ店の店内 ９０dB 

８０dB 

７０dB 

６０dB 

５０dB 

４０dB 

３０dB

身近な生活環境の保全 第4節 

現況と課題 感覚を刺激して不快感をもたらす感覚公害と言われて

います。これらの公害は、産業構造や生活様式の変化

に伴いその発生源も工場・事業場などをはじめ多種多

様となっています。これらの公害を防止し、身近な生

活環境を保全することは重要な課題です。

　このためには、工場・事業場における公害防止体制

の整備促進などにより発生源対策を図ったり、事業者

1 騒音・振動・悪臭対策の推進

　騒音・振動・悪臭公害は、様々な公害の中でも特に

私たちが日常生活を送る上で影響を受けやすく、人の

図１－４－２　騒音・振動・悪臭苦情比（平成２５年度）

図１－４－４　騒音の目安（都心・近郊用）（出典「全国環境研協議会　騒音小委員会」）

図１－４－３　騒音に係る環境基準の達成状況の推移

（年度）

（件数）
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1,000
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※3　平成25年度は速報値

25※3242322平成21
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2

地盤沈下振動騒音

土壌汚染水質汚濁大気汚染※1

悪臭 典型７公害以外※2

図１－４－１　公害苦情件数の推移
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への意識啓発や公害防止に関する専門知識などの習得

への支援が不可欠です。さらに、公害苦情や公害紛争

への適切な対応を進めるとともに、苦情解決を図る行

政職員の専門知識や事業者への指導力の向上も必要と

なります。

　また、航空機騒音、自動車交通騒音、新幹線鉄道騒

音や振動については、環境基準等への適合状況の調査

を行い、調査結果に基づき関係機関に改善を働きかけ

ています。

2 公害苦情等への対応

　県では、公害に係る苦情や紛争に対して迅速かつ適

切な処理を図るため、公害紛争処理法に基づき公害苦

情相談員や埼玉県公害審査会を設置しています。

　公害苦情相談員は、公害苦情に対する第一次的な処

理にあたるため、県や一部の市町村に設置されており、

住民の相談に応じるとともに、苦情処理に必要な調査

・指導を行っています。

　また、埼玉県公害審査会は昭和４５年に発足し、公害

に係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁の手続

により、簡易・迅速かつ適正にその解決を図っていま

す。

講じた施策

1 騒音・振動・悪臭対策の推進

（１）環境基準等の適合状況の調査

①航空機騒音

　入間飛行場及び横田飛行場周辺の航空機騒音の実態

を把握するため、１２地点で１年を通じて常時監視を行

い、環境基準の達成状況を調査しました。平成２５年４

月１日から環境省告示が改正され、新しい評価指標

（Lden）で評価した結果、平成２５年度は１２地点中８地

点で環境基準を満たしていました。

　また、県と県内の基地周辺１４市町で構成する埼玉県

基地対策協議会や、米軍基地が所在する１４都道県で構

成する渉外関係主要都道県知事連絡協議会（渉外知事

会）を通じて、防衛省、外務省などの関係機関に対し

て、航空機騒音の軽減及び防音工事対象施設や対象区

域の拡大などの騒音対策の拡充等を要望しています。

　平成２５年度は、防衛省、外務省などの政府機関に対

して、基地に起因する騒音などの各種障害の防止策を

要望しました。

②自動車交通騒音

　騒音規制法の改正により平成２４年度から自動車交通

騒音の調査が市の事務となったため、県では町村の路

線を計画的に調査しており、平成２５年度は３路線、総

延長８.３㎞の国道及び県道で環境基準の達成状況を調

査しました。調査区間中道路に面する約９４％の戸数が

環境基準を満たしていました。

　また、東日本高速道路株式会社に対し、遮音壁の設

置や諸調査の実施等の騒音防止対策を要望しました。

（H２５.１１.１２「東北・上越・北陸新幹線、高速自動車道

公害対策１０県協議会」）

③新幹線鉄道騒音及び振動

　東北新幹線及び上越新幹線鉄道沿線の実態を把握す

るため、周辺の１２地点で調査を行い、環境基準（騒音）

及び指針値（振動）の達成状況を調査しました。平成

２５年度は、騒音について１２地点中６地点で環境基準を

満たし、振動については全地点が指針値以下でした。

　また、東日本旅客鉄道株式会社に対し、効果的かつ

速やかな騒音防止対策の実施や新幹線車両及び鉄道施

設の適切な維持管理などについて要望しました。

（H２５.１１.１２「東北・上越・北陸新幹線、高速自動車道

公害対策１０県協議会」）

（２）市町村職員に対する研修等

　埼玉県生活環境保全条例に基づく騒音・振動・悪臭

に関する命令・届出受理その他の事務は市町村に事務

移譲されており、県では規制権限を有する市町村と連

携を図っています。そこで市町村を支援するため、新

写真１－４－１　新幹線騒音測定

写真１－４－２　悪臭担当職員研修
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3 公害苦情・紛争の適正処理の推進

（１）公害苦情処理の適正な対応

　県民からの公害苦情については、公害紛争処理法に

基づく公害苦情相談員制度の活用、市町村との連携な

どにより対応しています。

（２）公害紛争処理法に基づく適正な対応

　公害に係る紛争について、公害紛争処理法に基づき

埼玉県公害審査会を設置し、あっせん、調停、仲裁の

手続を行っています。

　平成２５年度は新たに２件の事件を受け付けし、３件

の事件が終結しました。

規に担当となった市町村職員等を対象として平成２５年

５月に「市町村騒音・振動・悪臭担当職員研修会」を

開催し、６７名が参加しました。

　また、平成２５年９月には、悪臭に関する専門知識を

習得し、実際の臭気体験を通じて悪臭防止対策を学ぶ

ことなどを目的に「市町村悪臭担当職員研修会」を実

施し、４９名が参加しました。さらに、騒音・振動対策

の専門知識を習得するため、平成２５年１１月に「市町村

騒音・振動担当職員研修会」を実施し、４５名が参加し

ました。

2 事業所における公害防止体制の整備

（１）工場・事業場における公害防止組織の整備促進

　大気汚染、水質汚濁、騒音、振動などによる公害発

生の防止を徹底するため、工場・事業場における公害

防止のための管理体制の整備を促進しました。

　また、埼玉県生活環境保全条例に基づき、公害防止

主任者資格認定講習を実施しました。

（２）公害防止管理者・主任者向けフォローアップ研修

の推進

　大気汚染、水質汚濁、騒音、振動などによる公害防

止の施策を徹底するために工場・事業場に選任された

公害防止管理者や公害防止主任者は、選任後において

は、最新の知識を習得する機会が少ない状況にありま

す。そこで、フォローアップ研修を実施することによ

り公害防止に関するレベルを一段と向上させ、公害防

止管理体制の更なる充実を図っています。

目標と進捗状況

指標の定義・選定理由
目標値

（Ｈ２８年度末）
現状値

（Ｈ２５年度末）
目標設定時

（Ｈ２２年度末）
施策指標

（定義）法令に基づき選任された公害防止管理者及び
公害防止主任者の資質向上を図るために開催する研修
会への参加者数。
（選定理由）国と共催する公害防止管理者等を対象と
した再教育研修に加えて、平成２４年度から公害防止主
任者等も対象とした再教育研修を実施する。当該研修
により事業所の公害防止体制の充実が図られるため、
研修参加者数（累積）を指標として選定。

２,３００人１,０５２人８５人
公害防止管理者・
主任者向けフォロ
ーアップ研修の参
加事業者数

区　　分

年　　度 仲　裁調　停あっせん

未済終結受付未済終結受付未済終結受付

０００１１１０００平成２０年度

０００４０３０００平成２１年度

０００５２３０００平成２２年度

０００２５２０００平成２３年度

０００３６７０００平成２４年度

０００２３２０００平成２５年度

１１６４６６００
昭和４５年度
からの累計

表１－４－１　埼玉県公害審査会が扱った公害紛争件数の推移

写真１－４－３　公害防止主任者資格認定講習

仲　　裁調　　停公害の種類

４８騒音・振動

１６大気汚染

３水質汚濁

３地盤沈下

４悪　　臭

２土壌汚染

１６６合　　計

表１－４－２　埼玉県公害審査会が扱った公害紛争の公害
の種類別受付件数

（昭和４５年１１月１日から平成２６年３月３１日まで）
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1 水利用の合理化等の推進

　雨水や一度使った水を処理して、飲用水ほどの質が

求められないトイレの洗浄水や散水用水などに再利用

する雑用水利用は、水を有効に利用する方法の一つで

す。施設整備や維持管理面で、水道水を利用した場合

に比べコストが高い等の課題がありますが、これまで

着実な取組がなされています。

　平成２５年度末現在の雑用水利用施設数は４９６施設で、

そのうち約７割は雨水の利用施設です。

2 地下水の涵養
かん

（１）河川流域における雨水の一時的な貯留及び浸透

施設の設置

　雨水を地下に浸透させるため、雨水浸透施設の設置

　水は「降水→土壌水→地表水（河川・湖沼）→海洋

→蒸発→降水」という循環系を形成しています。この

中で特に地下水は、自然の濾過機能を有するとともに、

水資源として様々な用途で使用され、重要な役割を果

たしています。しかし、多量な地下水の汲み揚げは地

盤沈下を引き起こす原因となっています。

　近年は、地下水採取規制により水源転換が進み、年

間の地盤沈下量は減少していますが、中長期的に見る

と地盤はいまだ沈下の傾向を示しています。

　平成２５年の水準測量では（表１－５－１）、年２㎝以

上の沈下はほとんど観測されなかったものの、年２㎝

未満の沈下は広い範囲で観測されました。

　また、過去の渇水年には、地下水依存度の上昇によ

り地盤沈下面積が拡大したことから、今後も地盤沈下

対策が必要です。

水循環の健全化と地盤環境の保全 第5節 

現況と課題

講じた施策

図１－５－３　地盤沈下状況図

水準測量調査範囲 

１㎝以上２㎝未満 

２㎝以上４㎝未満 

平成２５年 
H２５.１.１～H２６.１.１ 

（平成２５年）

２地点沈下２㎝以上
水
準
点
の
変
動

３６３地点　〃　２㎝未満

６９地点不動

１６７地点上昇

０.４錫年間２㎝以上の沈下面積

２.３㎝最大沈下量

表１－５－１　地盤変動の状況

※　平成２３年度分については、東北地方太平洋沖地震の影響を 
　考慮し、白書（施策評価）の統計から除いて評価している。 

地盤沈下面積（錫） 
平成６年 
渇水 

（年度） 

０ 

１００ 

２００ 

３００ 

４００ 

昭和５４ ５８ ６２ 平成３ ７ １１ １５ １９ ２３ 

０ 

２ 

４ 

６ 

８ 

１０ 

平成１０ １５ ２０ ２５ 

図１－５－２　地盤沈下面積の推移

０ 

１０ 

２０ 

３０ 

４０ 

５０ 

６０ 

７０ 

８０ 

 ２４     １９     １４     ９     平成４     ６２     昭和５７ 

浦　和２号 
越谷東１号 
鷺　宮２号 
所　沢２号 

管頭下地下水位（m） 

（年） 

図１－５－１　管頭下地下水位
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目標と進捗状況

指標の定義・選定理由
目標値

（Ｈ２８年度末）
現状値

（Ｈ２５年度末）
目標設定時

（Ｈ２２年度末）
施策指標

（定義）地盤沈下の観測箇所数に対する５年間累積沈
下量４㎝未満の箇所数の割合。
（選定理由）昭和５０年代に国で地盤沈下を調査した結
果、２㎝／年未満の箇所では被害が確認されなかった
ため、年２㎝未満は国の目安となっている。しかし、
地盤沈下の中期的な状況を示すとともに国より厳しい
数値を採用し、指標として選定。

９９.０％９９.３％９７.８％

５年間の累積沈下
量が４㎝未満の地
盤観測基準点の割
合（平成２３年度を
除く）

を推進し、河川の洪水氾濫の抑止や水循環の健全化を

図っています。平成２６年３月現在、新河岸川・不老川

流域内の既存住宅に雨水浸透桝を１３,８２１基設置しまし

た。

（２）透水性アスファルト舗装による歩道整備

　雨天時に歩行者が快適に歩行できるよう透水性アス

ファルト舗装を推進し、地下水の 涵 養を図っています。
かん

3 地盤沈下防止対策の推進

（１）地下水採取規制の的確な運用

　地盤沈下を防止し、県民の快適な生活環境を保持す

るよう地下水の採取規制の遵守徹底を図りました。

（２）地下水採取による地盤変動及び地下水位の観測

　地盤沈下を未然に防止するため、３９観測所（６６観測

井）で地盤変動や地下水位の変動を監視しています。

また、８観測所にテレメーターシステムを導入し、地

下水位を常時監視しています。

（３）国や隣接県と連携した地盤沈下対策の研究、検討

　国及び関東地方平野部の都県と地盤沈下調査測量協

議会を構成しています。関東地方の地盤沈下等量線図

の作成や地震に伴う地殻変動の水準測量への影響など、

地盤沈下に関する情報の共有化を図っています。

（４）河川表流水による水道用水供給事業及び工業用

水道事業の実施

　水道用水供給事業及び工業用水道事業の実施により、

地下水から河川表流水への水源転換の促進に努めてい

ます。

　平成２５年度は、水道用水供給事業は５５団体（５８市町、

茨城県五霞町を含む。年度末現在）に６億３,８０７万弱／

年を、工業用水道事業は１５３事業所（年度末現在）に

４,２３９万弱／年を供給しました。

注）県生活環境保全条例では熊谷市及び本庄市は同一市内で規制地域が異なっている。 
また、さいたま市は平成２１年４月から、県条例に代えて市条例に基づく規制を行っている。 

工業用水法指定地域６市 
（ただし、川口市及びさいたま市は一部） 

ビル用水法指定地域４市 
（ただし、さいたま市は一部） 

生活環境保全条例第一種指定地域４０市町 
（ただし、熊谷市は一部） 

生活環境保全条例第二種指定地域９市町 
（ただし、熊谷市及び本庄市は一部） 

図１－５－４　地下水採取規制図（平成２６年３月３１日現在）
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1 資源の有効利用とごみ減量化の推進

　循環型社会の形成のためには、県民、事業者、行政

が連携して廃棄物の発生を抑制することが必要です。

それでも排出された循環資源※は、再使用・再生利用や

エネルギー回収など循環的な利用に努め、循環的な利

用ができないものについては適正に処理することが必

要です。そこで県では、平成２３年３月に策定した第７

次廃棄物処理基本計画に基づき、廃棄物の減量化と適

正処理を推進するため次のような施策に取り組みまし

　県内の廃棄物排出量（発生量）は、一般廃棄物及び

産業廃棄物ともに年々減少傾向にあります。

　また、廃棄物の最終処分量も減少しています。平成

２４年度は一般廃棄物が１２.０万t、産業廃棄物は１６.６万t

となっています。

　一般廃棄物については、平成２４年度の一人一日当た

りの最終処分量は４５ｇ／人・日となっており、前年度

から約１１％減少しました。今後も最終処分量の削減の

ため、ごみを出さないライフスタイルの定着を図る必

要があります。

　一方、産業廃棄物については、平成２４年度の最終処

分率は１.４％と前年度と変わらず、最終的な処分の多

くを依然として県外に依存しています。また、不法投

棄や小規模の堆積が後を絶たない状況が続いており、

負の遺産である「産業廃棄物の山」も撤去の努力にも

かかわらず、いまだに残っています。不法投棄等の未

然防止とともに、不法投棄をした者や排出事業者など

に対して厳しく撤去を継続して指導していくことが大

切です。

　また、循環型社会形成に向けて、分別など排出者に

対する啓発、優良事業者の峻別、更には、環境負荷の

低減に寄与する産業の集積など、環境と経済の両立を

図るための措置が必要となっています。

資源の有効利用と廃棄物の適正処理の推進 第6節 

現況と課題

講じた施策

図１－６－２　廃棄物とは

家庭系ごみ 

事業系ごみ 
ご　み 

し　尿 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で
定められた２０種類 
（例）燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、 
　　　廃プラスチック類、紙くず、木くず、 
　　　繊維くず、動植物性残さ　等 

一般廃棄物 

産業廃棄物 
廃 棄 物 

　ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿などの
汚物や、自分で利用したり他人に売却したりでき
ないために不要になったもので、液状又は固形状
のものすべてを言います。 
　家庭などから発生するごみやし尿などの一般廃
棄物は、市町村の責任の下に処理されます。工場
などから発生する燃え殻、汚泥などの産業廃棄物は、
事業者の責任で処理されます。 

０ 

２,０００ 

４,０００ 

６,０００ 

８,０００ 

１０,０００ 

１２,０００ 

１４,０００ 

１６,０００ 

２４ ２３ ２２ ２１ 平成２０ 
１.１ 

１.２ 

１.３ 

１.４ 

１.５ 

１.６ 

１.７ 

１.８ 

１.９ 

１.６ １.６ １.６ 

１.４ １.４ 

１３,３９７ 

２０９ 

１２,６００ 

２００ １８８ 

１２,０２９ １２,０１０ １１,７７３ 

１７０ １６６ 

新定義（排出量：
有償物量を含め
ず、下水汚泥の排
出量を実排出量
としたもの）によ
る 

発生量 

最終処分量 

最終処分率 

（年度） 

（千t） （％） 

図１－６－４　産業廃棄物処理状況

図１－６－３　一般廃棄物処理状況

０ 

５００ 

１,０００ 

１,５００ 

２,０００ 

２,５００ 

３,０００ 

２４ ２３ ２２ ２１ 平成２０ 
３０ 

４０ 

５０ 

６０ 

７０ 

８０ 

９０ 

（年度） 

排出量 

最終処分量 

一人一日当たりの 
最終処分量 

２,５５８ 

６５ 

１６９ 

２,４６７ 

６１ 

１５９ 

２,４１９ ２,４３５ ２,４２５ 

５５ 
５１ 

４５ 

１４２ １３３ １２０ 

新定義（排出量：
収集ごみ量＋直接
搬入量＋集団回収
量）による 

（千t） （g／人・日） 

図１－６－１　循環型社会形成に向けた取組

1 発生抑制
　Reduce
・環境配慮
　ライフスタイル
・容器包装類
　の軽減
・マイバッグ・
　マイボトル

・バイオマスの活用
・有用資源の回収

3 再生利用
　Recycle

2 再使用
　Reuse

・フリーマーケット
・リサイクルショップ

・電気や温水
　の利用

５ 適正処分

消費･使用

廃　棄最終処分

資源投入

生産･製造

処理
（リサイクル、
焼却等）

4 熱回収
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2 廃棄物の適正処理とリサイクルのため
の施設整備

（１）環境と経済の両立に向けた取組

　持続可能な循環型社会を構築し、真に豊かな県民生

活と活力に満ちた生産・経済活動を支えていくために

は、廃棄物の適正処理やリサイクルに向けた取組など、

資源循環に対応した産業の育成が求められています。

　このため、環境分野に関する先端技術産業を誘致・

集積し、民間の有する技術力、経営力と公共の有する

計画性、信頼性を活かした資源循環モデル施設として

「彩の国資源循環工場」を整備し、平成１８年６月に全

面オープンしました。

　県では、さらなる循環型社会の構築に向け、「彩の国

資源循環工場第２期事業」を推進し、環境負荷の軽減

に寄与する産業の施設の集積を図っています。

　また、主に県内で発生する廃棄物を原材料に用いた

物品で安全性や品質などの基準を満たした製品を県が

認定する「彩の国リサイクル製品認定制度」を平成２４

年度に創設し、これまでに３製品の認定を行いました。

具体的な製品情報を積極的に広報することにより、リ

サイクル資材の普及拡大とリサイクル産業の育成を図

っています。

（２）彩の国資源循環工場の整備・拡張

　県では、公共関与による透明性の高い安全管理シス

テムの下、先端技術を有する環境産業の集積と県営の

最終処分場の整備をしています。

①彩の国資源循環工場

　廃棄物の適正処理とリサイクルの一層の促進を図る

ため、先端技術を有する環境産業を集積した「彩の国

資源循環工場」を整備しました。この工場は、公共の

計画性・信頼性と民間の経営力・技術力を生かすため、

PFI及び借地方式により、さまざまなリサイクルを行

た。

※廃棄物や製品の製造、販売など生産活動の副産物の
うち有用なものを「循環資源」と言う。

（１）廃棄物の発生抑制の推進

　ごみを出さない「循環型ライフスタイル」の定着に

向け、特に使い捨て容器ごみの削減を図るリデュース

の取組として、マイボトルやマイバッグの利用を推進

しています。

　外出時に水筒（マイボトル）などを携帯する「みん

なでマイボトル運動」の普及を図るため、サイクリン

グフェスティバルや日本スリーデーマーチなどのイベ

ントにおいて、パネル展示や啓発品の配布などを行い

ました。

　レジ袋の削減を図るため、「マイバッグ持参運動・レ

ジ袋削減運動」を推進しています。市町村や事業者と

連携して、イベントや広報紙を通じて啓発を行いまし

た。

　食品残さの削減を図るため、埼玉Ｂ級グルメ王決定

戦においてパネル展示を行うなど、イベントや講座に

おいて啓発を行いました。また、小盛りメニューやハ

ーフサイズの設定、量り売りの実施など、食品残さの

削減に取り組む店舗を認定する「彩の国エコぐるめ事

業」に取り組んでいます。

（２）リサイクルに係る仕組みの充実

　平成２５年４月から施行された小型家電リサイクル法

について、市町村及び一部事務組合に情報提供を行い

ました。また、国からの照会に基づき、使用済小型電

気電子機器等のリサイクルへの取組状況について調査

を行いました。

（３）農山村バイオマス活用の推進

　平成２４年３月に策定した「埼玉県農山村バイオマス

利活用推進計画」に基づき、家畜排せつ物、食品残さ、

農業集落排水汚泥、製材工場等残材、稲わら・麦わら

・もみ殻など農山村に広く賦存するバイオマス資源の

利活用促進を図っています。

図１－６－５　彩の国資源循環工場の安全管理システム

寄 居 町 
（地 元） 

埼玉県 
民　　間 
事業主体 

住民 
監視組織 

埼 玉 県 

運
営
協
定 

住
民
参
加 

事
業
契
約 

安
全
確
保 

【危機管理体制】 
操業停止 
施設・運営改善 
契約解除・退去 

【住民監視体制】
 立入り監視 
 情報開示 
 環境測定 

彩の国資源循環工場の「安全管理システム」 

官民契約 

危機管理 

住民参加による 
事業主体の選定 

先端産業の集積 計画性・信頼性 技術力・経営力 

写真１－６－１　サイクリングフェスティバルにおける啓発活動
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たっては、厳しい管理基準を設定するなど環境保全対

策に万全を期しています。環境整備センターでは、約

２７１万tの廃棄物を埋め立てる計画となっており、平成

２５年度の埋立て重量は４万２,８５７tで、供用開始から約

１５６万t（全容量の５８％）を受け入れました。

（４）一般廃棄物処理施設整備等の推進

　市町村の廃棄物処理施設の計画的な整備のため、環

境省所管循環型社会形成推進交付金の活用を支援しま

した。

（５）災害廃棄物処理への支援

　竜巻等の災害により発生した災害廃棄物を適正に処

理し、迅速な復興を進めるため、市町村に対して処理

方法に係る技術的助言を行うとともに災害等廃棄物処

理事業費国庫補助金の活用を支援しました。

3 廃棄物処理の技術の向上と安全の確保

　効率的な廃棄物処理システムの研究や安心安全な最

終処分場の研究に取り組みました。

　また、産業廃棄物の不法投棄、保管と称する悪質な

野積み、野外焼却などが後を絶たない状況にあること

から、こうした不適正な処理に対する監視や指導の充

実・強化を図りました。さらに、産業廃棄物の大量堆

積の改善への取組を推進しました。

（１）廃棄物処理に関する技術の向上

　地域におけるバイオマス廃棄物の処理・利用システ

ムの最適化や再生資材の安全性確保に関する研究など

の循環型社会形成推進に資する取組に加え、リサイク

ルの推進に伴う最終処分廃棄物の質の変化に対応した

埋立技術の開発にも取り組みました。

（２）不適正処理監視指導体制の充実

①未然防止への取組

　産業廃棄物の排出事業者及び処理業者に対して、一

般社団法人埼玉県環境産業振興協会と連携して適正処

理講習会を開催するなど、適正処理に向けた普及啓発

を図りました。

　またダイオキシン対策を目的とした県外産業廃棄物

事前協議制度※を運用することにより、排出事業者に

対して適正処理指導を行いました。

う民間の施設を集積したものです。

　施設の整備に当たっては、法律や条例の基準を上回

る厳しい公害防止対策や工場排水のクローズドシステ

ムなど、高度な環境対策を講じています。また、運営

には、徹底した情報の公開と住民参加による安全管理

システムを採用するなど、開かれた運営を通じ、安心・

安全な操業を確保しています。

　工場には８社のリサイクル施設が操業しており、相

互に連携しながら効果的・効率的な廃棄物の再資源化

と技術の向上に取り組んでいます。

②彩の国資源循環工場第２期事業

　持続可能な循環型社会の実現に向け、環境整備セン

ター隣接地において「彩の国資源循環工場第２期事業」

を実施し、最終処分場と工場用地を一体的に整備して

います。

　最終処分場は、面積５.７ha、埋立容量６１７,０００弱（５０

万t）の管理型処分場です。

　工場用地は、面積１４.７ha（平場面積１１.０ha、緑地面

積３.７ha）です。ここに環境負荷の軽減に寄与する製

造業の施設、焼却施設を含まない再資源化施設などの

誘致に取り組んでいます。平成２５年度には、製造施設

と再資源化施設の２社が操業を開始しました。

（３）環境整備センター（最終処分場）の処理状況

　県では、自ら処分場を確保することが困難な県内の

市町村や中小企業者等のために、全国初の県直営の最

終処分場として環境整備センターを整備し、平成元年

２月から供用を開始しています。廃棄物の埋立てに当

図１－６－６　彩の国資源循環工場第２期事業完成後のイメージ

埋立量の内訳
埋立量年度

産業廃棄物一般廃棄物

９,４８０３５,７０９４５,１８９２１

１０,７５２３１,９２７４２,６７９２２

１１,０９８３０,５９３４１,６９１２３

１０,８９４２８,５９８３９,４９２２４

１４,０１２２８,８４５４２,８５７２５

１９４,９７２１,３７１,８８５１,５６６,８５７埋立量累計

※　平成元年２月供用開始

表１－６－１　環境整備センターの埋立実績
（単位：t）

写真１－６－２　不法投棄防止キャンペーン



Ⅰ　環境負荷の少ない安心・安全な循環型社会づくり

29

資
源
の
有
効
利
用
と
廃
棄
物
の
適
正
処
理
の
推
進

6

本部との連携を強化するために設置した埼玉県産業廃

棄物不法投棄対策推進会議及び環境管理事務所ごとに

設置した地区合同不法投棄等対策会議を中心に、関係

機関が連携して監視パトロールを行い、不適正処理に

迅速に対応しました。

　また、県産業廃棄物指導課に現役の警察職員を３名

配置し、秩父を除く各環境管理事務所には、警察OB

職員である廃棄物不適正処理監視指導員を配置するこ

とで、粗暴事案等への対応能力を高めました。悪質事

案に対しては警察本部との連携を図り対応しました。

　さらに、産業廃棄物対策に係る市町村職員の県職員

併任制度により、平成２５年度末現在で５７市町村の職員

に対して、県職員と同様の立入権限を付与し、不適正

処理の早期発見、早期対応に努めました。

※　県外産業廃棄物事前協議制度：県外で発生した建
設系産業廃棄物を県内の処理施設に搬入して処理す
る場合に排出事業者に対し県への事前協議を義務づ
ける制度

　建設リサイクル法に基づき家屋解体現場等への立入

指導を行った際には、廃棄物の適正処理はもとより、

再資源化についても指導を徹底しました。

　さらに、ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の保管

事業者に対しては、PCB特別措置法に基づき、保管状

況等の届出や適正保管の徹底について指導を行いまし

た。

　平成２５年１０月１５日から平成２５年１２月３１日までを「不

法投棄等防止強化期間」に設定し、廃棄物運搬車両の

路上調査等の不法投棄防止の取組を集中的に実施しま

した。

　また、不法投棄防止啓発を目的として「産業廃棄物

不法投棄防止キャンペーン」を県内各地で４回開催し

ました。

②早期発見への取組

　廃棄物の不法投棄などの不適正処理の早期発見のた

め、民間協働による取組を強化して行いました。

　県が実施している定期的なパトロールのほかに、民

間警備会社への委託による休日・夜間の監視パトロー

ルを年間１２４日実施しました。

　また、県内を巡回する業務を行っている民間企業、

組合など３３の団体と「廃棄物不法投棄の情報提供に関

する協定」を結び、不法投棄の情報提供をお願いして

います。

　さらに、「産業廃棄物不法投棄１１０番」（０１２０－５３０－

３８４：ごみをみはるよ）を設置し、県民の方から、フリ

ーダイヤルで夜間・休日を問わず通報（９６件）を受け

付けました。

　その他にも、道路に検問を敷いて、産業廃棄物の運

搬車両を対象に抜き打ちで路上調査を実施することで、

法令違反や不適正処理を速やかに発見し、その場で改

善指導を行いました。

③早期対応への取組

　県土整備部、農林部などの関係部局、市町村、警察

（３）行政処分等

　法律で定める基準に違反した排出事業者や処理業者

に対して、口頭指導や文書勧告を行いました。　

　事業者が指導に従わない場合は改善命令や業務停止

等の行政処分を実施し、特に悪質性の高い事業者に対

しては、許可取消処分を実施しました。

合計
監視・指導数

年度
その他適正処理不適正処理不法投棄

９,３８１３５８２,７１３６,１５４１５６１６

１１,５３１４０１３,０８３７,８９３１５４１７

１４,０８４５７０５,８５２７,３２２３４０１８

１８,８２１５６８１２,０４６５,８９４３１３１９

１６,１５２５６５１１,２５９４,０５１２７７２０

１２,６２４６５３８,９４８２,８３９１８４２１

１１,５８２２９３８,７０１２,４８５１０３２２

１０,００８２７８７,６２７２,００１１０２２３

９,０４２１９４７,０８８１,６９１６９２４

７,６７１２０２５,５１３１,９１２４４２５

表１－６－２　監視・指導状況
（単位：件）

写真１－６－３　産業廃棄物運搬車両路上調査

合計
報告
徴収

行政指導行政処分

年度 口頭
指導

文書
勧告

改善命令
措置命令

業務停止
施設停止

許可
取消

６,４６２１９６,３６３２１６１５２１６

７,５０４３４７,３６８５６１０１３５１７

７,５３４２４７,４１０５５７０３８１８

５,８８９１７５,７８７５５５０２５１９

４,３２５１４４,２６４１１３０３３２０

３,２２７１３,１６９９２２４４２１

２,９２２４２,８７１６３０３８２２

２,４７３５３２,３７９２１４５１１２３

２,４４６５２２,３３９３１２４１８２４

２,６２２３７２,４８１７７４７１６２５

（単位：件）

表１－６－３　産業廃棄物排出事業者・処分業者に
対する行政処分等の状況
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活環境の保全等に寄与することを目的に、自動車リサ

イクル法に基づく規制・指導を行いました。

4 循環型社会を支える人づくり

（１）循環型ライフスタイルの定着に向けた支援

　循環型社会の構築には個人の取組が必要であり、年

々環境問題に対する個人意識は高まっています。ごみ

を出さないライフスタイルの定着を図るため、３Ｒ

（発生抑制「リデュース」、再使用「リユース」、再生

利用「リサイクル」）に関する取組を積極的に行う人

を３Ｒ推進員として登録しています。平成２５年度末の

登録者数は８,９８９人です。

（２）３Ｒに係る情報の発信

　ごみの減量化やリサイクルを実践している団体や事

業者に対して、情報の発信や意見交換を行いました。

また、特定非営利活動法人埼玉エコ・リサイクル連絡

会が主催した「エコ・リサイクル交流集会２０１４」を後

援しました。

（４）産業廃棄物の山の撤去など負の遺産の解消

　廃棄物が大量に積まれて山となった場所に対し「捨

て得は絶対に許さない」という基本方針のもと、山を

築いた行為者などに対して徹底した撤去指導を行って

います。

　また、崩落、火災の危険性及び有毒ガスの発生など

県民の生活環境に重大な支障を来すような緊急性があ

る場合には、県、市町村、各種団体が協力して撤去・

改善対策を進めています。平成２５年度は、廃タイヤ投

棄事案など３件を解決しました。

（５）土砂の排出、堆積等の規制

　無秩序な土砂の堆積を防止し、県民の生活の安全の

確保及び生活環境の保全に寄与することを目的として、

「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」

に基づく規制・指導を行いました。平成２５年度は、土

砂の堆積の許可を３８件行うとともに、不適正な堆積行

為に対しては厳格に対処しました。

（６）自動車リサイクル法の施行に関すること

　使用済自動車の適正な処理とリサイクルを図り、生

目標と進捗状況

指標の定義・選定理由
目標値

（Ｈ２８年度末）
現状値

（Ｈ２５年度末）
目標設定時

（Ｈ２２年度末）
施策指標

（定義）廃棄物の発生抑制対策の象徴的な取組である
レジ袋削減に積極的に取り組んでいるスーパーマーケ
ット等の店舗数。
（選定理由）県内のレジ袋削減の取組状況を示す数値
であることから、この指標を選定。

７６０店舗７２１店舗３７５店舗
レジ袋削減に積極
的に取り組んでい
るスーパーマーケ
ット等の店舗数

（定義）一般廃棄物の１人１日当たりの最終処分（埋
立処分）量。＊１人１日当たりの最終処分量：年間最
終処分量（県外含む）／（県人口×年間日数）
（選定理由）一般廃棄物の減量化の状況を的確に示す
数値であることから、この指標を選定。

５４g／人・日
　

４５g／人・日
（Ｈ２４年度末）

６１g／人・日
（Ｈ２１年度）

一般廃棄物の１人
１日当たりの最終
処分量

（定義）産業廃棄物の排出量に対する最終処分（埋立
処分）量の割合。
（選定理由）産業廃棄物の減量化の状況を的確に示す
数値であることから、この指標を選定。

１.３％
　

１.４％
（Ｈ２４年度末）

１.６％
（Ｈ２１年度）

産業廃棄物の最終
処分率

（定義）新たな３千弱以上の産業廃棄物の堆積事案の
発生件数。
（選定理由）廃棄物の山（大量堆積）は、廃棄物の不
適正処理事案で最も重大なもので、県民の安心・安全
な生活環境に大きな支障となるため、この指標を選定。

０件０件－
新たな産業廃棄物
の山（大量堆積）
の発生件数

（定義）業務中に発見した不法投棄を県等に通報する
協定を締結した民間団体の数。
（選定理由）不法投棄を撲滅するためには、行政だけ
では充分な効果を上げるには限界があることから、民
間団体からの情報提供が重要となるため、この指標を
選定。

３６団体３３団体１８団体
県と民間団体との
不法投棄通報協定
団体数

（定義）３Rに関する取組を積極的に行う意志を有す
る者の登録者数。
（選定理由）３R推進の県民運動の広がりを示す数値
であることから、この指標を選定。

１０,０００人８,９８９人７０人
３R推進員の登録
者数


